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は
じ
め
に

　
『
漢
書
』
は
十
志
を
設
け
、
天
文
志
に
天
文
變
異
を
載
せ
、
五
行
志
に
災
異
を
記
す
。
し
か
し
、
五
行
志
に
載
せ
ら
れ
た
災
異
説
の

基
本
理
論
の
一
つ
で
あ
る
『
洪
範
五
行
傳
』
の
規
定
す
る
災
異
は
、
そ
の
「
皇
之
不
極
」
に
、

傳
に
曰
く
、「
皇
の
極
せ
ず
、
是
を
建
た
ず
と
謂
ふ
。
厥
の
咎
は
眊
、
厥
の
罰
は
恆
陰
、
厥
の
極
は
弱
。
時
に
則
ち
射
妖
有
り
、

時
に
則
ち
龍
蛇
の
孽
有
り
、
時
に
則
ち
馬
禍
有
り
、
時
に
則
ち
下
人
上
を
伐
つ
の
痾
有
り
、
時
に
則
ち
日
月
の
亂
行
・
星
辰
の
逆

行
有
り
。」
と（

一
）。

と
有
る
よ
う
に
、
日
月
星
辰
の
異
常
現
象
を
も
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
顏
師
古
校
注
本
『
漢
書
』
巻
二
十
七
下
之
下
、
五
行

志
第
七
下
之
下
は
、
日
食
・
日
月
亂
行
・
星
隕
・
星
孛
・
隕
石
と
い
っ
た
天
文
災
異
に
關
す
る
記
述
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
天

文
志
は
、
こ
れ
ら
の
内
星
孛
に
つ
い
て
は
、
漢
代
の
實
例
を
記
載
し
て
い
る
が
、
日
食
・
日
月
亂
行
・
星
隕
・
隕
石
に
つ
い
て
は
漢
代

の
實
例
を
示
さ
な
い（

二
）。

　

つ
ま
り
、『
漢
書
』
は
そ
の
編
纂
に
當
た
り
、
漢
代
の
日
食
・
日
月
亂
行
・
星
隕
・
隕
石
に
關
す
る
記
述
を
、
す
べ
て
災
異
と
し
て
扱
っ
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て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
五
行
志
の
基
本
資
料
で
あ
る
『
洪
範
五
行
傳
』
災
異
説
が
日
食
を
そ
の
對
象
に
含

ん
で
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
、
と
考
え
る
の
が
當
然
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
何
故
、
星
孛
は
も
と
よ
り
、
他

の
天
文
變
異
を
全
て
五
行
志
に
收
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
論
で
は
、
こ
う
し
た
『
漢
書
』
の
天
文
志
と
五
行
志
と
の
天
文
變
異
・
災
異
に
對
す
る
認
識
の
差
に
就
い
て
、
得
に
災
異
説
者
が

生
き
た
漢
代
の
日
食
記
事
を
対
象
に
考
察
を
行
う
こ
と
で
、
天
文
異
常
現
象
に
關
す
る
記
載
が
、『
漢
書
』
編
纂
時
に
於
い
て
天
文
志

と
五
行
志
に
分
割
さ
れ
た
原
因
を
論
じ
た
い
。

一
、『
漢
書
』
五
行
志
に
於
け
る
漢
代
日
食
記
事
の
基
本
構
造

　
『
漢
書
』
五
行
志
に
記
さ
れ
た
漢
代
の
日
食
記
事（

三
）の

文
章
形
式
は
、日
食
が
起
き
た
年
月
日
・
そ
の
日
の
朔
晦
を
記
し
て
「
日
有
食
之
」

と
述
べ
る
こ
と
の
み
が
、
五
十
四
條
全
て
に
共
通
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
記
述
は
、
記
述
内
容
の
多
い
も
の
を
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
、

高
帝
三
年
十
月
甲
戌
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
斗Ｂ

の
二
十
度
に
在
り
。
燕Ｃ

地
な
り
。
後Ｆ

二
年
、
燕
王
臧
荼
反
し
、
誅
す
。
盧
綰

を
立
て
燕
王
と
爲
し
、
後
又
反
し
、
敗
る
。（

四
）

或
い
は
、

（
惠
帝
七
年
）
五
月
丁
卯
、
先
晦
一
日
、
日
之
を
食
す
る
有
り
、
幾Ａ

ど
盡
く
。
七Ｂ

星
の
初
に
在
り
。
劉Ｄ

向
以
爲
く
、
五Ｅ

月
は
微
陰

始
め
て
起
き
而
し
て
至
陽
を
犯
し
、
其
の
占
重
し
。
其Ｆ

の
八
月
に
至
り
て
、
宮
車
晏
駕
し
、
呂
氏
嗣
君
を
詐
置
す
る
の
害
有
り
。
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京Ｇ

房
の
『
易
傳
』
に
曰
く
、「
凡
そ
日
食
の
晦
朔
を
以
て
せ
ざ
る
者
は
、
名
づ
け
て
薄
と
曰
ふ
。
人
君
の
誅 

將
に
理
を
以
っ
て
せ

ざ
ら
ん
と
し
、或
い
は
賊
臣
將
に
暴
起
せ
ん
と
す
。
日
月
宿
を
同
じ
く
せ
ざ
る
と
雖
も
、陰
氣
盛
ん
に
し
て
、日
光
に
薄
る
な
り
。」

と
。（

五
）

と
い
っ
た
も
の
が
有
る
。

　

傍
線
部
Ａ
は
食
分
、
つ
ま
り
日
食
の
程
度
を
示
す
記
述
で
あ
り
、「
旣
く
」
が
三
條
、「
幾
ど
盡
く
」
が
三
條
、「
盡
き
ざ
る
こ
と
鉤

の
如
し
」
が
四
條
有
る
以
外
は
全
て
こ
う
し
た
食
分
の
記
述
が
な
い
。

　

傍
線
部
Ｂ
は
日
食
が
起
き
た
時
の
日
の
所
在
、
つ
ま
り
日
躔
を
示
し
て
お
り
、
主
に
二
十
八
宿
の
星
度
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
記
述
は
三
十
四
條
有
る
。
た
だ
し
、建
始
三
年
の
一
條
は
、谷
永
の
奏
對
の
中
に
、日
躔
の
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、

上
掲
の
惠
帝
七
年
五
月
丁
卯
の
一
條
よ
う
に
、「
初
」
と
の
み
記
す
も
の
も
有
れ
ば
、
た
だ
星
宿
の
名
の
み
を
記
す
も
の
が
三
條
あ
る
。

他
の
十
九
條
は
日
躔
の
記
述
を
欠
く
。

　

傍
線
部
Ｃ
は
、
上
記
傍
線
部
Ｂ
の
日
躔
に
依
據
す
る
分
野
説
で
あ
る
。
上
掲
の
高
帝
三
年
の
一
條
の
よ
う
に
、
基
本
的
な
分
野
説
を

用
い
る
も
の
は
四
條（

六
）有

る
。
ま
た
、
高
后
七
年
の
よ
う
に
「
室
中
」
な
ど
と
星
宿
の
司
る
性
質
か
ら
特
定
の
場
所
や
人
物
を
導
き
出
す

も
の
が
、
三
條（

七
）有

る
。
他
に
こ
う
し
た
記
述
は
な
い
。

　

傍
線
部
Ｄ
は
、
當
該
日
食
の
意
味
す
る
所
を
述
べ
る
災
異
説
家
の
名
で
あ
る
。
劉
向
の
説
を
記
す
も
の
は
五
條
、
そ
の
内
の
河
平
元

年
の
一
條
は
奏
對
で
あ
る
。
ま
た
、
谷
永
の
説
を
載
せ
る
も
の
は
四
條
、
そ
の
内
の
三
條
が
奏
對
で
あ
り
、
更
に
そ
の
内
の
一
條
は
杜

欽
の
説
も
併
記
し
て
お
り
、
他
の
二
條
は
、
京
房
の
『
易
占
』
を
以
て
奏
對
し
て
い
る
。
京
房
の
『
易
占
』
は
、
上
掲
の
惠
帝
七
年
五

月
と
元
狩
元
年
の
二
條
に
引
か
れ
る
京
房
の
『
易
傳
』
と
同
種
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
に
は
、
こ
う
し
た
災
異
説
家
の
説
を
記
す
記
事
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は
な
い
が
、
高
后
七
年
の
一
條
は
、
高
后
自
身
の
言
説
を
載
せ
て
い
る
。

　

傍
線
部
Ｅ
は
、
日
食
に
對
す
る
解
釋
で
あ
る
が
、
上
記
傍
線
部
Ｄ
の
災
異
説
家
や
高
后
と
い
っ
た
特
定
の
人
物
や
書
物
の
説
以
外
で

は
、
五
鳳
四
年
と
元
壽
元
年
の
二
條
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

傍
線
部
Ｆ
は
、
當
該
日
食
と
關
連
附
け
ら
れ
た
地
上
で
起
き
た
事
件
で
あ
る
が
、
明
記
さ
れ
る
の
は
僅
か
に
九
條
の
み
で
あ
る
。
こ

れ
ら
九
條
の
記
述
に
は
、
日
食
の
後
に
起
き
た
事
件
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。

　

傍
線
部
Ｇ
の
京
房
の
『
易
傳
』
に
就
い
て
は
、
上
記
の
傍
線
部
Ｄ
に
於
い
て
少
し
觸
れ
た
が
、
災
異
説
家
が
引
用
す
る
以
外
に
、
單

獨
で
五
行
志
の
日
食
記
事
に
引
用
さ
れ
る
の
は
、
惠
帝
七
年
五
月
と
元
狩
元
年
の
二
條
の
み
で
あ
り
、
前
者
が
朔
晦
以
外
の
日
（
先
晦

一
日
）
に
何
故
日
食
が
起
こ
る
の
か
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
、
後
者
は
、
當
該
日
食
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の

引
用
は
、

元
狩
元
年
五
月
乙
巳
晦
、
日
の
之
を
食
す
る
有
り
。
柳
の
六
度
に
在
り
。
京
房
の
『
易
傳
』
推
し
て
以
爲
へ
ら
く
、「
是
の
時
日 

食
す
る
こ
と
旁
右
從
り
し
、
法
に
君 

臣
を
失
ふ
と
曰
ふ
。
明
年
丞
相
公
孫
弘
薨
ず
。
日 

食
す
る
こ
と
旁
左
從
り
す
る
者
も
、
亦

た
君 

臣
を
失
ふ
。
上
從
り
す
る
者
は
、
臣 

君
を
失
ふ
。
下
從
り
す
る
者
は
、
君 

民
を
失
ふ
。」
と（

八
）。

と
有
る
も
の
で
あ
り
、
文
脈
的
に
考
え
て
、「
是
の
時
」
以
下
全
て
京
房
の
『
易
傳
』
の
説
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う（

九
）。

　

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
漢
書
』
五
行
志
の
漢
代
日
食
に
對
す
る
記
述
は
、
基
本
的
な
形
式
を
有
す
る
も

の
の
、各
條
に
記
載
さ
れ
る
情
報
量
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
と
言
え
る
。
次
節
か
ら
は
、こ
れ
ら
の
内
、比
較
的
情
報
量
の
多
い
も
の
、

特
に
、
日
食
へ
の
具
體
的
解
釋
を
記
す
十
六
條
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
た
い
。
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二
、
天
文
思
想
や
經
書
を
理
論
的
根
據
と
す
る
日
食
解
釋
記
事

　
『
漢
書
』
五
行
志
に
載
る
漢
代
の
日
食
記
事
の
内
、
日
食
に
對
す
る
具
體
的
な
解
釋
を
記
す
の
は
、
十
六
條
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

十
六
條
は
、
す
べ
て
個
々
に
獨
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
記
述
は
、
各
々
關
係
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
論
の
都
合

上
、
本
節
で
は
十
六
條
の
中
で
は
他
の
記
述
と
の
關
係
性
が
低
い
も
の
、
或
い
は
他
の
記
述
と
の
關
係
性
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
先
に

述
べ
た
い
（
な
お
、
引
用
文
に
附
し
た
丸
番
號
は
、
十
六
條
が
記
載
さ
れ
る
順
序
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
）。

　

先
ず
、

　

⑨�‌

昭
帝
始
元
三
年
十
一
月
壬
辰
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
斗
の
九
度
に
在
。
燕
の
地
な
り
。
後
四
年
、
燕
剌
王
謀
反
し
、
誅
せ
ら

る（
十
）。

と
有
る
の
は
、
日
躔
の
星
宿
に
據
っ
た
分
野
説
を
用
い
て
日
食
を
解
釋
す
る
説
で
あ
る
。
ま
た
、
分
野
説
を
用
い
る
他
に
も
、

　

⑥�‌

武
帝
建
元
二
年
二
月
丙
戌
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
奎
の
十
四
度
に
在
り
。
劉
向
以
爲
く
、「
奎
を
卑
賤
の
婦
人
と
爲
す
。
後

に
衞
皇
后
至
微
自
り
興
り
、
卒
に
終
へ
ざ
る
の
害
有
り
。」（

十
一
）と。

と
有
り
、「
奎
を
卑
賤
の
婦
人
と
爲
す
」
と
説
く
の
は
、
由
來
未
詳
で
あ
る
が
、
日
躔
の
星
宿
の
性
質
か
ら
日
食
を
解
釋
す
る
例
は
、

他
に
も
五
行
志
が
載
せ
る
春
秋
時
代
の
事
例
な
ど
に
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
解
釋
は
、
天
文
占
の
知
識
を
用
い
た
方
法

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
説
を
素
直
に
災
異
説
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
難
い
。
し
か
し
、
本
論
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、『
洪
範
五

行
傳
』
に
は
「
皇
の
極
せ
ず
、
是
を
建
た
ず
と
謂
ふ
。
…
…
時
に
則
ち
日
月
の
亂
行
・
星
辰
の
逆
行
有
り
。」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、『
洪

範
五
行
傳
』
系
統
の
災
異
説
で
は
、
こ
う
し
た
天
文
占
の
方
法
論
を
用
い
る
も
の
も
災
異
説
と
見
な
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
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次
に
、

　

⑪�‌（
宣
帝
五
鳳
）
四
年
四
月
辛
丑
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
畢
の
十
九
度
に
在
り
。
是
れ
「
正
月
朔
、
慝
未
だ
作
ら
ず
」
と
爲
し
、

『
左
氏
』
は
以
て
重
き
異
と
爲（

十
二
）す。

と
有
る
の
は
、『
左
氏
』
と
書
名
を
擧
げ
る
よ
う
に
、『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
十
七
年
の
、
魯
の
太
史
の
説
に
依
據
し
た
説
で
あ
る
。
昭

公
十
七
年
に
つ
い
て
も
、
五
行
志
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
『
左
氏
傳
』
を
用
い
た
解
釋
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
⑪
で
の

簡
潔
な
解
釋
は
、
そ
の
昭
公
十
七
年
の
日
食
解
釋
を
踏
ま
え
た
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

　

⑦�‌（
武
帝
元
光
元
年
）
七
月
癸
未
、
晦
に
先
だ
つ
こ
と
一
日
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
翼
の
八
度
に
在
り
。
劉
向
以
爲
く
、「
前
年
高

園
便
殿
災
す
る
は
、
春
秋
に
御
廩
災
し
、
後
日
翼
・
軫
に
食
す
と
同
じ
。
其
の
占
、
內
に
女
變
有
り
、
外
は
諸
侯
と
爲
す
、
と
す
。

其
の
後
陳
皇
后
廢
せ
ら
れ
、
江
都
・
淮
南
・
衡
山
王
謀
反
し
、
誅
せ
ら
る
。
日
は
中
時
に
食
す
る
こ
と
東
北
從
り
し
、
半
を
過
ぎ
、

晡
時
に
復
す
。」（

十
三
）と。

と
有
る
の
は
、
⑪
と
同
じ
く
春
秋
時
代
の
事
例
に
よ
っ
て
漢
代
の
日
食
を
解
釋
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
魯
桓

公
園
十
四
年
の
御
廩
災
と
同
十
七
年
の
日
食
に
對
す
る
解
釋
は
、
劉
向
自
身
の
も
で
あ
り
（『
漢
書
』
五
行
志
上
、
同
下
之
下
）、
何
ら

か
の
經
書
に
依
據
し
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
自
説
を
根
據
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

過
去
の
同
樣
な
事
例
を
擧
げ
る
と
い
う
擧
例
法
に
よ
っ
て
、
自
説
に
根
據
と
論
理
性
を
附
す
の
は
、
前
漢
の
歷
史
を
記
す
『
漢
書
』

の
五
行
志
に
、
漢
代
以
外
に
も
、
殷
の
高
宗
以
來
秦
の
二
世
皇
帝
に
至
る
時
代
の
災
異
に
對
す
る
膨
大
な
解
釋
を
載
せ
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
論
據
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
例
に
は
、『
春
秋
』
や
『
尚
書
』
と
い
っ
た
經
書
だ
け
で
は
な
く
、

同
じ
漢
代
の
事
例
も
含
ま
れ
る
。
次
節
で
は
、
劉
向
や
谷
永
が
、
漢
代
の
災
異
に
獨
自
の
解
釋
を
施
し
、
そ
れ
に
依
據
し
て
目
前
の
災
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異
へ
の
自
己
の
解
釋
に
論
理
性
を
與
え
て
い
る
例
を
示
し
た
い
。

三
、
劉
向
・
谷
永
の
日
食
解
釋
記
事

　

先
ず
、

　

⑬�‌（
成
帝
）河
平
元
年
四
月
己
亥
晦
、日
之
を
食
す
る
有
り
、盡
き
ざ
る
こ
と
鉤
の
如
し
。
東
井
の
六
度
に
在
り
。
劉
向
對
へ
て
曰
く
、

「
四
月 

五
月
に
交
り
、
月
は
孝
惠
に
同
じ
く
、
日
は
孝
昭
に
同
じ
。
東
井
は
、
京
師
の
地
な
り
。
且
つ
旣
す
。
其
の
占
、
恐
ら
く

は
繼
嗣
を
害
せ
ん
。」
と
。
日 
蚤
食
時
、
西
南
從
り
起（

十
四
）る。

と
有
る
の
は
、

　

④�‌（
惠
帝
七
年
）
五
月
丁
卯
、
晦
に
先
だ
つ
こ
と
一
日
、
日
之
を
食
す
る
有
り
、
幾
ど
盡
く
。
七
星
の
初
に
在
り
。
劉
向
以
爲
く
、「
五

月
微
陰
始
め
て
起
ち
て
至
陽
を
犯
す
。
其
の
占
重
し
。
其
の
八
月
に
至
り
、宮
車
晏
駕
し
、呂
氏
詐
き
て
嗣
君
を
置
く
の
害
有
り
。」

と
。
京
房
の
『
易
傳
』
に
曰
く
、「
凡
そ
日
の
食
す
こ
と
晦
朔
を
以
っ
て
せ
ざ
る
者
は
、
名
を
薄
と
曰
ふ
。
人
君
の
誅 

將
に
理
を

以
っ
て
せ
ざ
ら
ん
と
し
、
或
い
は
賊
臣
將
に
暴
起
せ
ん
と
す
れ
ば
、
日
月
同
宿
な
ら
ざ
る
と
雖
も
、
陰
氣
盛
ん
と
な
り
、
日
光
を

薄
く
す
る
な
り
。」（

十
五
）と。

　

⑩�‌（
昭
帝
）
元
鳳
元
年
七
月
己
亥
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
、
幾
ど
盡
く
。
張
の
十
二
度
に
在
り
。
劉
向
以
爲
く
、「
己
亥
に
し
て
旣

す
。
其
の
占
重
し
。
後
六
年
、
宮
車
晏
駕
し
、
卒
に
以
て
嗣
を
亡
ふ
。」（

十
六
）と。

の
二
つ
の
日
食
解
釋
を
前
提
と
し
て
い
る
。
記
載
の
と
お
り
、
④
惠
帝
は
日
食
の
同
年
八
月
に
、
⑩
昭
帝
は
日
食
の
六
年
後
に
崩
御
し
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て
い
る
。
一
方
、
成
帝
の
崩
御
は
、
日
食
の
河
平
元
年
（
前
28
年
）
か
ら
大
分
隔
た
っ
た
綏
和
二
年
（
前
７
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿

論
、
④
⑩
に
載
る
劉
向
の
説
は
兩
帝
崩
御
の
後
に
作
ら
れ
、
⑬
の
説
は
、
成
帝
の
在
位
中
に
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
今
、
劉

向
傳
に
こ
の
⑬
の
奏
對
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。し
か
し
、成
帝
の
在
位
中
に
繼
嗣
の
不
在
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
り
、

こ
の
河
平
元
年
四
月
の
日
食
と
の
關
聯
に
つ
い
て
は
、
外
戚
傳
下
の
孝
成
許
皇
后
傳
に
、

后
聰
慧
に
し
て
、
史
書
を
善
く
し
、
妃
と
爲
り
し
自
り
即
位
に
至
る
ま
で
、
常
に
上
に
寵
せ
ら
れ
、
後
宮
希
に
進
見
を
得
。
皇
太

后
及
び
帝
舅 
上
に
繼
嗣
無
き
を
憂
ひ
、
時
に
又
數
〻
災
異
有
り
。
劉
向
・
谷
永
等
皆
其
の
咎
後
宮
に
在
り
と
陳
ぶ
。
上
其
の
言

を
然
り
と
し
、
是
に
於
い
て
椒
房
・
掖
廷
の
用
度
を
省
減（

十
七
）す。

と
有
り
、
こ
れ
に
抗
す
る
皇
后
の
上
疏
へ
の
成
帝
の
返
答
が
、
同
傳
に
「
上
是
に
於
い
て
劉
向
・
谷
永
の
言
を
采
り
以
て
報
ふ
（
上
於

是
采
劉
向
・
谷
永
之
言
以
報
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
回
答
の
中
で
は
、
こ
の
⑬
の
日
食
へ
觸
れ
、

四
月
己
亥
、
日
東
井
に
蝕
し
、
轉
旋
し
且
に
索つ

き
ん
と
し
、
既
と
異
る
無
し
。
己
は
猶
ほ
戊
の
ご
と
き
な
り
、
亥
も
復
た
水
な
れ

ば
、
陰
盛
ん
に
し
て
、
咎
內
に
在
る
を
明
ら
か
に
す
。
戊
己
に
於
い
て
す
る
は
、
君
體
を
虧
き
、
絕
世
を
皇
極
に
於
い
て
著
し
、

禍
敗
京
都
に
及
ぶ
を
顯
か
に（

十
八
）す。

と
「
己
亥
」
に
よ
っ
て
日
食
を
解
釋
す
る
の
は
、
⑩
の
劉
向
説
と
共
通
で
あ
り
、
こ
の
「
己
亥
」
説
は
、『
漢
書
』
五
行
志
や
春
秋
三

傳
に
類
例
が
見
ら
れ
ず
、
恐
ら
く
は
劉
向
獨
自
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
⑬
の
説
を
含
む
劉
向
の
奏
對
は
こ
う
し
た
狀
況
下
に
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
④
と
⑩
の
説
は
、
⑬
の
説
を
根
據
づ
け
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
⑬
よ
り
先
に
、

　

⑫�‌

成
帝
建
始
三
年
十
二
月
戊
申
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
其
の
夜
、
未
央
殿
中
に
地
震
ふ
。
谷
永
の
對
に
曰
く
、「
日 

婺
女
の
九
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度
に
食
せ
ば
、
占
は
皇
后
に
在
り
。
地 

蕭
牆
の
內
に
震
へ
ば
、
咎
は
貴
妾
に
在
り
。
二
者
俱
に
發
す
る
は
、
事
を
同
じ
く
し
て

人
を
異
に
し
、
共
に
陽
を
掩
ひ
制
へ
、
將
に
繼
嗣
を
害
せ
ん
と
す
る
を
明
か
に
す
。
亶
だ
日
食
す
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
妾
は
見
せ

ら
れ
ず
。
亶
だ
地
震
ふ
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
后
は
見
せ
ら
れ
ず
。
日
を
異
に
し
て
發
す
れ
ば
、
則
ち
事
を
殊
に
す
る
に
似
る
。
故

亡
く
動
變
す
れ
ば
、
則
ち
知
ら
ざ
る
を
恐
る
。
是
の
月
、
后
妾
當
に
失
節
の
郵
有
る
べ
く
、
故
に
天
此
に
因
り
て
其
の
變
を
兩
見

す
。『
婦
道
を
違
失
し
、
衆
妾
を
隔
遠
し
、
繼
嗣
を
妨
絕
す
る
者
は
、
此
の
二
人
な
り
。』
と
曰
ふ
が
若
し
。」
と
。
杜
欽
の
對
に

亦
た
曰
く
、「
日
戊
申
を
以
て
食
し
、
時
は
未
を
加
ふ
。
戊
未
は
、
土
な
り
、
中
宮
の
部
な
り
。
其
の
夜
殿
中
に
地
震
ふ
。
此
れ

必
ず
適
妾
に
將
に
寵
を
爭
ひ
相
害
し
て
患
を
爲
す
者
有
ら
ん
と
す
。
人
事
下
に
失
へ
ば
、
變
象
上
に
見
る
。
能
く
之
に
應
ず
る
に

德
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
咎
異
消
ゆ
。
忽
と
し
て
戒
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
禍
敗
至
る
。
之
に
應
ず
る
に
、
誠
に
非
ざ
れ
ば
立
て
ず
、

信
に
非
ざ
れ
ば
行
は
ざ
る
な
り
。」（

十
九
）と。

と
有
る
内
、
谷
永
の
説
に
つ
い
て
は
、
谷
永
傳
に
、

建
始
三
年
冬
、
日
食
・
地
震
日
を
同
じ
く
し
て
俱
に
發
す
。
詔
あ
り
て
方
正
・
直
言
・
極
諫
の
士
を
擧
げ
し
む
。
太
常
陽
城
侯
劉

慶
忌 

永
を
擧
ぐ
。
公
車
に
待
詔
し
、
對
へ
て
曰
く
…（

二
十
）…。

と
載
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
杜
欽
の
説
に
つ
い
て
も
、
杜
欽
傳
に
同
樣
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
兩
傳
に
載
る
説
は
、
と
も

に
長
文
で
あ
り
、
こ
の
杜
欽
の
説
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
じ
文
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
谷
永
の
説
に
つ
い
て
は
、
谷
永
傳
に
、

十
二
月
朔
戊
申
、
日
婺
女
の
分
に
食
し
、
地
蕭
牆
の
內
に
震
ふ
、
二
者
日
を
同
じ
く
し
て
俱
に
發
す
る
は
、
以
て
陛
下
に
丁
寧
な

れ
ば
な
り
。
厥
の
咎
遠
か
ら
ざ
れ
ば
、
宜
し
く
厚
く
諸
を
身
に
求
む
べ
し
。
意
ふ
に
豈
に
陛
下
の
志
閨
門
に
在
り
、
未
だ
政
事
を

卹
へ
ず
、
擧
錯
を
愼
ま
ず
、
婁し

ば

〻し
ば

中
を
失
へ
ば
な
ら
ん
か
。
內
寵
大
い
に
盛
ん
に
し
て
、
女 

道
に
遵
は
ず
、
嫉
妒
し
て
上
を
專
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ら
に
し
、
繼
嗣
を
妨
げ
ば
な
ら
ん（

二
十
一
）か。

と
有
る
箇
所
が
最
も
内
容
が
近
い
が
、
五
行
志
に
引
く
説
と
は
差
異
が
め
だ
つ
。
五
行
志
が
載
せ
る
日
食
に
關
す
る
谷
永
の
説
は
他
に

三
條
有
る
が
、
そ
の
内
二
條
は
、

　

⑭�‌（
成
帝
）
永
始
元
年
九
月
丁
巳
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
谷
永 

京
房
の
『
易
占
』
を
以
て
對
へ
て
曰
く
、「
元
年
九
月
の
日
蝕
、

酒
節
を
亡
ふ
の
致
す
所
な
り
。
獨
り
京
師
の
み
し
て
之
を
知
ら
し
め
、
四
國
を
し
て
見
ざ
ら
し
む
は
、『
酒
に
湛
湎
し
、
君
臣
別

た
ず
、
禍
內
に
在
る
な
り
。』
と
曰
ふ
が
若
し
。」（

二
十
二
）と。

　

⑮�‌（
成
帝
）
永
始
二
年
二
月
乙
酉
晦
、日
之
を
食
す
る
有
り
。
谷
永 

京
房
の
『
易
占
』
を
以
て
對
へ
て
曰
く
、「
今
年
二
月
日
食
す
は
、

賦
斂
度
を
得
ず
、
民
愁
怨
す
る
の
致
す
所
な
り
。
四
方
を
し
て
皆
見
せ
し
め
、
京
師
を
し
て
陰
蔽
す
る
所
以
の
者
は
、『
人
君
宮

室
を
治
む
を
好
み
、
大
い
に
墳
墓
を
營
し
、
賦
斂
茲
に
重
く
、
而
し
て
百
姓
屈
竭
す
れ
ば
、
禍
は
外
に
在
る
な
り
。』
と
曰
ふ
が

若
し
。」（

二
十
三
）と。

と
、
⑫
と
同
樣
に
「
～
と
曰
ふ
が
若
し
（
若
曰
～
）」
と
い
う
言
い
回
し
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
⑭
⑮
と
同
じ
日
食
に
對
す
る

谷
永
の
説
は
、
谷
永
傳
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
東
萊
に
黑
龍
が
現
れ
た
時
の
下
問
へ
の
對
え
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
⑬
と
同
じ
く
そ
の
文

章
は
五
行
志
の
載
せ
る
説
と
比
べ
て
差
異
が
め
だ
つ
。
ま
た
、
⑬
⑭
⑮
す
べ
て
、
谷
永
傳
で
は
「
～
と
曰
ふ
が
若
し
」
と
い
う
言
い
回

し
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
⑭
⑮
に
有
る
「
京
房
の
『
易
占
』」
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
本
傳
に
載
る
文
章
と
の
差
異
か
ら
、
五
行
志
が
資
料
と
し
た
谷
永
説
は
、
本
傳
に
用
い
ら
れ
た
奏
對
等
と
は
別
の
資
料
で

あ
っ
た
と
分
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
本
傳
の
載
せ
る
奏
對
が
作
成
さ
れ
た
後
に
再
編
さ
れ
た
資
料
か
、
そ
の
奏
對
を
作
成
す
る
た
め

に
用
意
さ
れ
て
い
た
資
料
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
そ
れ
は
先
に
擧
げ
た
劉
向
の
例
に
つ
い
て
述
べ
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た
よ
う
に
、
自
説
に
論
理
性
を
與
え
る
根
據
と
し
て
、
谷
永
本
人
、
若
し
く
は
そ
の
後
學
が
過
去
の
事
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
う
し
た
事
實
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
た
、

　

③�‌

惠
帝
七
年
正
月
辛
丑
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
り
、
危
の
十
三
度
に
在
り
。
谷
永
以
爲
く
、「
歲
首
正
月
朔
日
、
是
を
三
朝
と
爲
し
、

尊
者
之
を
惡
む
。」（

二
十
四
）と。

を
例
に
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
三
朝
」
説
は
、經
書
や
他
の
災
異
説
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、谷
永
獨
自
の
説
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
谷
永
傳
に
、

今
年
（
元
延
元
年
）
正
月
己
亥
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
る
は
、
三
朝
の
會
な（

二
十
五
）り。

と
有
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
③
の
谷
永
説
は
、
こ
の
元
延
元
年
の
日
食
を
解
釋
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
五
行
志
は
元
延
元
年
の
日
食
に
つ
い
て
、
た
だ
日
食
が
あ
っ
た
こ
と
の
み
を
記
し
、
そ
れ
へ
の
解
釋
を
一
切
載
せ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
五
行
志
は
、

　

⑯�‌

哀
帝
元
壽
元
年
正
月
辛
丑
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
り
、
盡
き
ざ
る
こ
と
鉤
の
如
し
。
營
室
の
十
度
に
在
り
、
惠
帝
七
年
と
月
日
を

同
じ
く（

二
十
六
）す。

と
、③
の
谷
永
説
に
依
據
し
た
日
食
解
釋
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
谷
永
没
後
の
日
食
で
あ（

二
十
七
）り、そ

の
後
學
か
五
行
志
の
編
纂
者
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
解
釋
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
、
五
行
志
の
日
食
記
事
と
劉
向
『
洪
範
傳
』

　
『
漢
書
』
天
文
志
に
は
、『
開
元
占
經
』
所
引
の
劉
向
『
洪
範
傳
』
と
類
似
の
文
章
が
多
數
確
認
で
き
、そ
れ
ら
の
文
章
は
、劉
向
『
洪

範
傳
』
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（

二
十
八
）が、

五
行
志
に
記
載
さ
れ
た
日
食
記
事
に
も
、『
開
元
占
經
』
所
引
の
劉
向
『
洪
範
傳
』

と
類
似
の
文
章
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。日
食
記
事
に
關
し
て
、特
に
こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
具
體
的
解
釋
を
含
む
記
述
に
つ
い
て
は
、

　

①�‌

高
帝
三
年
十
月
甲
戌
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
斗
の
二
十
度
に
在
り
。
燕
地
な
り
。
後
二
年
、
燕
王
臧
荼
反
し
、
誅
せ
ら
れ
、

盧
綰
を
立
て
て
燕
王
と
爲
し
、
後
又
反
し
、
敗（

二
十
九
）る。

と
類
似
の
文
章
が
、

洪
範
五
行
傳
に
曰
く
、
漢
の
高
帝
三
年
冬
十
月
甲
戌
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
燕
・
吳
・
越
の
分
な
り
。
後
二
年
燕
王
臧
荼
反

し
、
誅
せ
ら
れ
、
復
た
盧
綰
を
以
て
燕
王
と
爲
し
、
亦
た
反
し
、
誅
し
、
南
越
王
趙
佗
自
ら
立
ち
帝
を
稱
す
る
の
應
な（

三
十
）り。（『

開

元
占
經
』
巻
九
）

と
有
り
、

　

②�‌（
高
祖
）
十
一
月
癸
卯
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
虛
の
三
度
に
在
り
。
齊
地
な
り
。
後
二
年
、
齊
王
韓
信
徙
り
て
楚
王
と
爲
り
、

明
年
廢
せ
ら
れ
て
列
侯
と
爲
り
、
後
又
反
し
、
誅
せ
ら（

三
十
一
）る。

と
類
似
の
文
章
が
、

洪
範
五
行
傳
に
曰
く
、
漢
の
高
帝
三
年
冬
十
一
月
癸
卯
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
吳
・
齊
の
分
な
り
。
後
二
年
、
齊
の
韓
信
徙

さ
れ
て
楚
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
三
年
に
し
て
廢
せ
ら
れ
侯
と
爲
り
而
し
て
誅
せ
ら
る
の
應
な（

三
十
二
）り。
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と
有
り
、
前
節
に
引
い
た
④
の
劉
向
説
と
類
似
の
文
章
が
、

（
洪
範
天
文
日
月
變
占
に
曰
く
、）
漢
の
惠
帝
七
年
夏
五
月
丁
卯
、晦
に
先
だ
つ
こ
と
一
日
、日
之
を
食
す
る
食
り
、旣
す
。
旣
は
、

盡
く
な
り
。
亦
た
周
・
秦
の
分
野
な
り
。
陰
匿
始
め
て
起
り
而
し
て
盛
ん
な
る
を
犯
す
。
其
の
年
八
月
、
惠
帝
崩（

三
十
三
）ず。

と
有
り
（
匿
は
慝
の
義
）、

　

⑤�‌（
高
后
）
七
年
正
月
己
丑
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
、
旣
す
。
營
室
の
九
度
に
在
り
。
宮
室
中
と
爲
す
。
時
に
高
后
之
を
惡
み
、

曰
く
、「
此
我
が
爲た

め

な
り
。」
明
年
應（

三
十
四
）ず。

と
類
似
の
文
章
が
、

（
洪
範
天
文
日
月
變
占
に
曰
く
、）
呂
后
七
年
春
正
月
己
丑
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
、
旣
す
。
旣
は
、
盡
く
な
り
。
營
室
の
九
度

に
在
り
。
宮
室
中
と
爲
す
。
呂
后
曰
く
、「
此
我
が
爲
な
り
。」
明
年
、
呂
后
崩
ず
る
の
應
な（

三
十
五
）り。

と
有
る
。
⑤
の
呂
后
の
發
言
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
の
本
紀
に
有
る（

三
十
六
）が、「

營
室
の
九
度
に
在
り
。
宮
室
中
と
爲
す
。」
と
い
っ
た
記

述
は
見
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、

　

⑧�‌

元
狩
元
年
五
月
乙
巳
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
柳
の
六
度
に
在
り
。
京
房
の
『
易
傳
』
推
し
て
以
爲
へ
ら
く
、「
是
の
時
日 

食

す
る
こ
と
旁
右
從
り
し
、
法
に
君 

臣
を
失
ふ
と
曰
ふ
。
明
年
丞
相
公
孫
弘
薨
ず
。
日 

食
す
る
こ
と
旁
左
從
り
す
る
者
も
、
亦
た

君 

臣
を
失
ふ
。
上
從
り
す
る
者
は
、
臣 

君
を
失
ふ
。
下
從
り
す
る
者
は
、
君 

民
を
失
ふ
。」（

三
十
七
）と。

に
つ
い
て
は
、

洪
範
日
月
變
占
に
曰
く
、
漢
の
武
元
狩
元
年
五
月
乙
巳
晦
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
傍
左
從
り
す
。
明
年
、
丞
相
公
孫
弘
薨
ず
る
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の（
三
十
八
）應。

と
有
り
、
前
節
に
見
た
⑫
に
つ
い
て
、

洪
範
五
行
傳
に
曰
く
、
漢
の
成
帝
建
始
三
年
冬
十
二
月
戊
申
朔
、
日
之
を
食
す
る
有
り
。
其
の
夜
未
央
殿
に
地
震
ふ
。
日
は
湏
女

の
九
度
に
在
り
。
占
は
皇
后
・
貴
妾
に
在
り
。
其
の
後
、
皇
后
廢
せ
ら
れ
、
趙
飛
燕
姊
妹
宮
を
亂
し
、
皇
子
死
し
、
王
氏
權
を
專

ら
に（

三
十
九
）す。

と
有
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
天
文
志
の
記
述
の
一
部
が
劉
向
『
洪
範
傳
』
に
由
來
し
て
い
る
の
と
全
く
同
樣
の
關
係
は
、
上
記
の
五
行
志

と
劉
向
『
洪
範
傳
』
の
記
事
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
五
行
志
が
①
②
⑤
の
記
事
に
劉
向
の
名
を
記
さ
な
い
こ

と
、
第
二
に
、
五
行
志
の
⑧
⑫
の
説
は
、
劉
向
以
外
の
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
は
劉
向
『
洪
範
傳
』
の
記
述
が
、
五
行
志
以
後
に
記
さ
れ
た
可
能
性
、
五
行
志
を
資
料
と
し
て
記
さ
れ
た
可
能
性
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
、『
開
元
占
經
』
所
引
の
劉
向
『
洪
範
傳
』
に
は
、
後
漢
ど
こ
ろ
か
新
朝
に
係
る
記

述
も
見
ら
れ
な（

四
十
）いこ

と
か
ら
、
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
『
漢
書
』
の
五
行
志
が
、
劉
向
の
『
洪
範
五
行
傳
論
』
に
依
據
す
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
記
す
五
事
と
災
異
の
對
應
を
、

必
ず
し
も
劉
向
の
説
に
從
わ
な
い
こ
と
は
、
既
に
平
澤
歩
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い（

四
十
一
）る。

よ
っ
て
『
漢
書
』
五
行
志
も
、
そ
の
編
纂

に
際
し
て
は
基
づ
く
資
料
の
取
捨
選
擇
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
①
②
⑤
に
つ
い
て
は
、
劉
向
『
洪
範
傳
』
以
外
の
資
料
に
基
づ

い
て
記
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
、
⑧
⑫
に
つ
い
て
は
、
劉
向
『
洪
範
傳
』
の
記
述
が
京
房
や
谷
永
・
杜
欽
の
説
を
參
照
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
五
行
志
は
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そ
れ
ら
の
本
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
語

　

以
上
、『
漢
書
』
五
行
志
に
記
さ
れ
た
漢
代
の
日
食
記
事
を
、
具
體
的
解
釋
を
有
す
る
十
六
條
を
中
心
に
見
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
中

に
は
、
天
文
占
の
知
識
や
經
書
を
理
論
根
據
と
し
、
或
い
は
、
過
去
の
災
異
に
對
す
る
自
己
の
解
釋
を
根
據
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

天
文
占
の
知
識
を
根
據
と
す
る
の
は
、
對
象
が
天
文
現
象
で
あ
る
以
上
、
當
然
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
が
本
來
の
方
法
論
で
あ
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
經
書
に
依
據
し
た
解
釋
が
生
じ
る
の
は
、災
異
に
類
す
る
も
の
へ
の
、具
體
的
、論
理
的
な
解
釋
、

對
應
方
法
の
發
生
が
關
わ
る
と
考
え
ら
れ（

四
十
二
）る。

そ
う
し
た
要
求
か
ら
必
然
的
に
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
災
異
説
で
あ
り
、
最
初

期
に
登
場
し
た
災
異
説
者
で
あ
る
董
仲
舒
が
、『
春
秋
』
に
依
據
し
て
い
た
こ
と
は
、
五
行
志
に
載
る
董
仲
舒
説
に
多
く
天
文
へ
の
解

釋
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
無
關
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
春
秋
二
百
四
十
二
年
の
事
例
に
は
、
多
く
天
文
現
象
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
天
文
が
災
異
説
の
成
立
初
期
段
階
に
於
い
て
、
天
文
は
當
初
か
ら
内
包
さ
れ
、
そ
の
解
釋
對
象
と
し
て
區
別
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

　

と
も
か
く
と
し
て
、『
春
秋
』
に
依
據
し
た
災
異
説
者
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
が
、『
春
秋
』
に
は
確
か
に
多
く
の
災
異
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
個
々
の
災
異
に
對
す
る
解
釋
や
對
應
方
法
が
、『
春
秋
』
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
具
體
的

な
解
釋
は
、
個
々
の
災
異
説
者
が
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
日
食
へ
の
解
釋
で
言
え
ば
、
本
稿
二
節
で
見

た
⑦
の
劉
向
の
説
が
、
そ
れ
を
如
實
に
示
す
例
で
あ
る
。



42
　

そ
し
て
、
そ
う
し
た
災
異
解
釋
の
事
例
構
築
作
業
が
、『
春
秋
』
の
範
疇
を
超
え
、
更
に
は
、
當
今
の
事
例
に
ま
で
及
ぶ
の
は
、
恐

ら
く
『
尚
書
』
洪
範
篇
に
依
據
し
、『
洪
範
五
行
傳
』
が
作
成
さ
れ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
五
行
志
に
記
さ
れ
た

春
秋
時
代
以
外
の
災
異
へ
の
董
仲
舒
の
解
釋
は
、武
帝
建
元
六
年
の
「
遼
東
高
廟
災
」
と
「
高
園
便
殿
火
」
に
對
す
る
説
の
み
で
あ
る
。

　
『
春
秋
』
の
多
大
な
災
異
事
例
に
依
據
し
た
災
異
説
に
對
し
、『
洪
範
五
行
傳
』
に
依
據
す
る
災
異
説
と
は
、
人
が
犯
す
罪
と
、
そ
れ

に
對
し
て
起
こ
る
災
異
と
を
分
類
し
、
そ
の
分
類
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
目
前
の
災
異
を
解
釋
す
る
の
で
あ
る
。『
洪
範
五
行
傳
』

系
の
災
異
説
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
理
論
的
分
類
の
實
用
が
課
題
で
あ
っ
た
。
五
行
志
に
記
さ
れ
た
、
災
異
説
者
當
人
が
生
き
た
よ
り

も
前
の
時
代
に
對
す
る
災
異
解
釋
は
、
ま
さ
に
そ
の
試
行
錯
誤
の
迹
と
言
え
よ
う
。

　

五
行
志
に
載
る
天
文
に
關
す
る
記
述
の
多
く
も
、
そ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
產
物
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
日
食

に
つ
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
な
に
よ
り
も
『
春
秋
』
に
多
く
の
事
例
が
あ
り
、
春
秋
時
代
以
後
の
事
例
も
、
災
異
説
者
に
よ
っ
て

解
釋
さ
れ
て
き
た
こ
と
。
日
月
亂
行
に
つ
い
て
は
、
元
帝
・
成
帝
期
の
例
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
京
房
の
『
易
傳
』・
劉
向
・
劉
歆

の
説
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
星
隕
に
つ
い
て
は
、
嚴
公
七
年
の
例
と
、
成
帝
期
の
例
が
載
る
が
、
ど
ち
ら
に
も
京
房
の
『
易
傳
』・

劉
向
・
谷
永
・
劉
歆
の
説
が
附
さ
れ
て
い
る
（
嚴
公
七
年
の
例
に
は
董
仲
舒
の
説
も
見
え
る
）
こ
と
。
隕
石
に
つ
い
て
は
、
漢
代
の

十
一
の
事
例
が
記
載
さ
れ
、
具
體
的
な
解
釋
は
皆
無
で
あ
る
が
、
直
前
に
、「
隕
石
」
の
漢
代
以
外
唯
一
で
あ
る
釐
公
十
六
年
の
「
隕

石
于
宋
、
五
。」
の
事
例
を
載
せ
、
董
仲
舒
・
劉
向
・
劉
歆
の
説
を
附
す
こ
と
。
こ
れ
ら
が
、
以
上
の
天
文
現
象
の
記
事
が
、
天
文
志

に
で
は
な
く
、
五
行
志
に
の
み
記
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
彗
孛
に
つ
い
て
は
、
天
文
志
と
五
行
志
と
に
記
事
が
分
割
さ
れ
て
い
る
。
五
行
志
に
彗
孛
の
記
事
が
載
る
理
由
に
つ
い
て

は
、
一
つ
は
、『
春
秋
』
に
事
例
が
有
る
こ
と
。
二
つ
に
は
、
春
秋
時
代
以
外
に
は
、
漢
代
の
事
例
の
み
が
載
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
、
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三
條
の
例
外
以
外
は
、
す
べ
て
谷
永
・
劉
向
・
劉
歆
の
説
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
が
考
え
ら
れ（

四
十
三
）る。

例
外
の
三
條
は
、
ど

れ
も
武
帝
期
の
も
の
で
、
記
事
も
連
續
し
て
い
る
の
だ
が
、
建
元
六
年
八
月
・
元
狩
四
年
四
月
・
元
封
元
年
五
月
の
事
例
で
あ
り
、
す

べ
て
人
事
と
の
關
聯
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
災
異
説
者
の
名
が
見
え
な（

四
十
四
）い。

彗
孛
記
事
が
五
行
志
と
天
文
志
に
分
割
し
て
記
載
さ
れ
た

理
由
に
に
つ
い
て
は
、
な
お
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
一
般
）「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
天
文
占
知
識
の
形
成
と
伝
播
」（
課
題
番

号
：19K

00063

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
一
）	傳
曰
、「
皇
之
不
極
、
是
謂
不
建
。
厥
咎
眊
、
厥
罰
恆
陰
、
厥
極
弱
。
時
則
有
射
妖
、
時
則
有
龍
蛇
之
孽
、
時
則
有
馬
禍
、
時
則
有
下
人
伐
上
之
痾
、
時

則
有
日
月
亂
行
・
星
辰
逆
行
。」（『
漢
書
』
五
行
志
下
之
上
）

（
二
）	春
秋
時
代
に
就
い
て
は
、「
春
秋
二
百
四
十
二
年
間
、
日
食
三
十
六
、
彗
星
三
見
、
夜
常
星
不
見
、
夜
中
星
隕
如
雨
者
各
一
。」
と
の
記
述
が
有
る
。
な
お
、

『
史
記
』
天
官
書
に
は
、「
以
春
秋
二
百
四
十
二
年
之
閒
、
日
蝕
三
十
六
、
彗
星
三
見
、
宋
襄
公
時
星
隕
如
雨
。」
と
有
る
。

（
三
）	『
漢
書
』
五
行
志
に
は
、
春
秋
の
魯
の
隱
公
三
年
二
月
己
巳
以
來
、
漢
の
平
帝
元
始
二
年
九
月
戊
申
ま
で
の
日
食
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
漢
代

の
日
食
は
、
平
帝
元
始
二
年
九
月
戊
申
の
日
食
に
次
い
で
、「
凡
漢
著
紀
十
二
世
、
二
百
一
十
二
年
、
日
食
五
十
三
、
朔
十
四
、
晦
三
十
六
、
先
晦
一
日
三
。」

と
有
る
が
、
高
祖
三
年
十
月
甲
戌
晦
以
來
平
帝
元
始
二
年
九
月
戊
申
ま
で
五
行
志
に
記
さ
れ
た
日
食
記
事
は
五
十
四
條
で
あ
り
、
數
を
異
に
す
る
。

	

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
直
接
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
五
行
志
の
「
元
光
元
年
二
月
丙
辰
」
の
日
食
記
事
に
つ
い
て
、
沈
欽
韓
『
漢
書
疏
證
』
は
、「
帝

紀
不
載
、疑
此
衍
。」
と
す
る
。
こ
の
説
に
從
う
の
で
あ
れ
ば
、五
行
志
の
漢
代
の
日
食
記
事
は
本
來
そ
れ
自
身
が
記
す
よ
う
に
五
十
三
條
で
あ
っ
た
の
が
、

「
元
光
元
年
二
月
丙
辰
」
の
一
條
が
竄
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
十
四
條
と
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
乾
隆
武
英
殿
本
考
證
に
齊
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召
南
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
元
光
元
年
二
月
丙
辰
」
の
一
條
以
外
に
、
文
帝
後
七
年
正
月
辛
未
・
景
帝
中
元
年
十
二
月
甲
寅
・
建
元
五
年
正
月

己
巳
・
元
朔
六
年
十
一
月
癸
丑
・
元
封
四
年
六
月
己
酉
・
太
始
元
年
正
月
乙
巳
・
永
始
元
年
九
月
丁
巳
の
七
條
も
、
本
紀
に
は
見
ら
れ
な
い
日
食
記
事
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
帝
紀
載
せ
ず
」
を
根
拠
と
す
る
『
漢
書
疏
證
』
の
説
に
は
、
さ
ほ
ど
の
説
得
力
が
な
い
。

	

　

し
か
し
、
前
掲
の
五
行
志
の
記
述
は
朔
・
晦
・
先
晦
一
日
に
起
き
た
日
食
の
數
の
和
が
丁
度
五
十
三
で
あ
り
、
ま
た
、
五
十
四
條
の
日
食
が
起
き
た
日

付
は
、朔
が
十
四
條
、晦
が
三
十
七
條
、先
晦
一
日
が
三
條
で
あ
っ
て
、晦
日
に
一
條
多
い
。
よ
っ
て
、前
掲
の
五
行
志
の
一
文
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、

晦
日
の
日
食
一
條
が
後
世
に
竄
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
漢
書
疏
證
』
が

げ
る
「
元
光
元
年
二
月
丙
辰
」
の
一
條
も
晦
日
の
日

食
記
事
で
あ
り
、
な
お
か
つ
食
分
・
日
躔
・
解
釋
・
應
驗
と
い
っ
た
諸
事
を
何
も
記
し
て
い
な
い
簡
潔
な
記
事
で
あ
る
た
め
、
竄
入
の
容
易
さ
も
想
起
し

得
る
の
で
、『
漢
書
疏
證
』
の
説
は
全
面
的
に
否
定
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
。

	

　

た
だ
し
、
前
掲
の
『
漢
書
疏
證
』
が

げ
る
以
外
の
本
紀
に
見
ら
れ
な
い
日
食
記
事
六
條
の
内
、
文
帝
後
七
年
正
月
辛
未
・
建
元
五
年
・
元
封
四
年
の

三
條
の
日
食
記
事
が
朔
日
の
も
の
で
あ
る
以
外
は
、
他
の
四
條
全
て
が
晦
日
の
日
食
記
事
で
あ
り
、
永
始
元
年
の
日
食
記
事
が
谷
永
の
奏
對
を
附
す
以
外

は
、
景
帝
中
元
年
・
元
朔
六
年
・
太
始
元
年
の
三
條
と
も
、「
日
有
食
之
」
と
の
み
記
す
簡
潔
な
記
事
で
あ
る
こ
と
が
「
元
光
元
年
二
月
丙
辰
」
の
一
條

と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
樣
の
共
通
性
は
、
景
帝
三
年
二
月
壬
午
・
永
始
三
年
正
月
己
卯
・
永
始
四
年
七
月
辛
未
・
元
壽
二
年
三
月
壬
辰
の
四
條
に

も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
四
條
は
、
本
紀
に
記
載
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
景
帝
四
年
十
月
戊
戌
と
同
中
四
年
十
月
戊
午
の
日
食
記
事
は
、

本
紀
に
は
見
ら
れ
る
が
五
行
志
に
は
見
ら
れ
ず
、
本
紀
に
載
る
日
食
記
事
が
必
ず
し
も
五
行
志
に
載
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
簡

潔
に
「
日
有
食
之
」
と
の
み
記
す
晦
日
の
日
食
記
事
計
八
條
の
内
か
ら
、
一
條
の
み
を
「
疑
ら
く
は
此
れ
衍
」
と
す
る
『
漢
書
疏
證
』
の
説
は
、
な
お
根

據
薄
弱
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

	

　

本
稿
で
は
、
五
行
志
の
言
う
「
日
食
五
十
三
」
と
實
際
に
記
さ
れ
て
い
る
五
十
四
條
と
の
、
一
條
の
差
に
つ
い
て
は
、
特
に
良
案
も
な
い
た
め
、

五
十
四
條
を
全
て
五
行
志
の
成
書
段
階
か
ら
記
さ
れ
て
い
た
記
述
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
四
）	高
帝
三
年
十
月
甲
戌
晦
、
日
有
食
之
。
在
斗
二
十
度
。
燕
地
也
。
後
二
年
、
燕
王
臧
荼
反
、
誅
。
立
盧
綰
爲
燕
王
、
後
又
反
、
敗
。（『
漢
書
』
五
行
志
下

之
下
。
以
下
、
同
篇
か
ら
の
引
用
は
そ
れ
を
特
記
し
な
い
。）
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（
五
）	（
惠
帝
七
年
）
五
月
丁
卯
、
先
晦
一
日
、
日
有
食
之
、
幾
盡
。
在
七
星
初
。
劉
向
以
爲
、
五
月
微
陰
始
起
而
犯
至
陽
、
其
占
重
。
至
其
八
月
、
宮
車
晏
駕
、

有
呂
氏
詐
置
嗣
君
之
害
。
京
房
易
傳
曰
、「
凡
日
食
不
以
晦
朔
者
、
名
曰
薄
。
人
君
誅
將
不
以
理
、
或
賊
臣
將
暴
起
。
日
月
雖
不
同
宿
、
陰
氣
盛
、
薄
日

光
也
。」

（
六
）	劉
向
の
奏
対
と
し
て
「
東
井
、
京
師
地
」
と
記
す
河
平
元
年
の
一
條
も
含
む
。

（
七
）	他
の
二
条
は
、
建
元
二
年
と
建
始
三
年
と
で
あ
る
。

（
八
）	元
狩
元
年
五
月
乙
巳
晦
、
日
有
食
之
。
在
柳
六
度
。
京
房
易
傳
推
以
爲
、「
是
時
日
食
從
旁
右
、
法
曰
君
失
臣
。
明
年
丞
相
公
孫
弘
薨
。
日
食
從
旁
左
者
、

亦
君
失
臣
。
從
上
者
、
臣
失
君
。
從
下
者
、
君
失
民
。」

（
九
）	な
お
、
五
行
志
が
こ
こ
に
引
く
京
房
易
傳
の
説
は
、『
開
元
占
経
』
巻
九
日
占
五
、
日
薄
蝕
三
に
引
か
れ
る
京
氏
の
説
と
大
分
異
な
る
。
し
か
し
、
同
書

に
は
、「
按
『
洪
範
日
月
變
占
』
曰
、
漢
武
元
狩
元
年
五
月
乙
巳
晦
、
日
有
蝕
之
。
從
傍
左
。
明
年
丞
相
公
孫
弘
薨
之
應
。」（『
開
元
占
經
』
巻
九
日
占
五
、

日
薄
蝕
三
）
と
有
り
、『
漢
書
』
五
行
志
の
下
地
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
洪
範
系
の
解
釈
と
は
、當
該
日
食
が
左
右
ど
ち
ら
か
ら
起
き
た
か
の
説
を
異
に
す
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
元
狩
元
年
の
一
條
で
五
行
志
が
引
く
京
房
易
傳
の
説
を
、「
是
の
時
」
以
下
全
て
と
見
な
す
こ
と
の
一
證
と
な
ろ
う
か
。

（
十
）	昭
帝
始
元
三
年
十
一
月
壬
辰
朔
、
日
有
食
之
。
在
斗
九
度
。
燕
地
也
。
後
四
年
、
燕
剌
王
謀
反
、
誅
。

（
十
一
）武
帝
建
元
二
年
二
月
丙
戌
朔
、
日
有
食
之
。
在
奎
十
四
度
。
劉
向
以
爲
、「
奎
爲
卑
賤
婦
人
。
後
有
衞
皇
后
自
至
微
興
、
卒
有
不
終
之
害
。」

（
十
二
）（
宣
帝
五
鳳
）
四
年
四
月
辛
丑
朔
、
日
有
食
之
。
在
畢
十
九
度
。
是
爲
「
正
月
朔
、
慝
未
作
」、
左
氏
以
爲
重
異
。

（
十
三
）（
武
帝
元
光
元
年
）
七
月
癸
未
、先
晦
一
日
、日
有
食
之
。
在
翼
八
度
。
劉
向
以
爲
、「
前
年
高
園
便
殿
災
、與
春
秋
御
廩
災
後
日
食
於
翼
・
軫
同
。
其
占
、

內
有
女
變
、
外
爲
諸
侯
。
其
後
陳
皇
后
廢
、
江
都
・
淮
南
・
衡
山
王
謀
反
、
誅
。
日
中
時
食
從
東
北
、
過
半
、
晡
時
復
。」

（
十
四
）（
成
帝
）
河
平
元
年
四
月
己
亥
晦
、日
有
食
之
、不
盡
如
鉤
。
在
東
井
六
度
。
劉
向
對
曰
、「
四
月
交
於
五
月
、月
同
孝
惠
、日
同
孝
昭
。
東
井
、京
師
地
。

且
旣
。
其
占
、
恐
害
繼
嗣
。」
日
蚤
食
時
、
從
西
南
起
。

（
十
五
）（
惠
帝
七
年
）
五
月
丁
卯
、
晦
一
日
、
日
有
食
之
、
幾
盡
。
在
七
星
初
。
劉
向
以
爲
、「
五
月
微
陰
始
起
而
犯
至
陽
。
其
占
重
。
至
其
八
月
、
宮
車
晏
駕
、

有
呂
氏
詐
置
嗣
君
之
害
。」
京
房
易
傳
曰
、「
凡
日
食
不
以
晦
朔
者
、
名
曰
薄
。
人
君
誅
將
不
以
理
、
或
賊
臣
將
暴
起
、
日
月
雖
不
同
宿
、
陰
氣
盛
、
薄
日
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光
也
。」

（
十
六
）（
昭
帝
）
元
鳳
元
年
七
月
己
亥
晦
、
日
有
食
之
、
幾
盡
、
在
張
十
二
度
。
劉
向
以
爲
、「
己
亥
而
旣
、
其
占
重
。
後
六
年
、
宮
車
晏
駕
、
卒
以
亡
嗣
。」

（
十
七
）后
聰
慧
、
善
史
書
、
自
爲
妃
至
即
位
、
常
寵
於
上
、
後
宮
希
得
進
見
。
皇
太
后
及
帝
舅
憂
上
無
繼
嗣
、
時
又
數
有
災
異
。
劉
向
・
谷
永
等
皆
陳
其
咎
在

於
後
宮
。
上
然
其
言
、
於
是
省
減
椒
房
掖
廷
用
度
。（『
漢
書
』
外
戚
傳
下
）

（
十
八
）四
月
己
亥
、
日
蝕
東
井
、
轉
旋
且
索
、
與
既
無
異
。
己
猶
戊
也
、
亥
復
水
也
、
明
陰
盛
、
咎
在
內
。
於
戊
己
、
虧
君
體
、
著
絕
世
於
皇
極
、
顯
禍
敗
及

京
都
。（『
漢
書
』
外
戚
傳
下
）

（
十
九
）成
帝
建
始
三
年
十
二
月
戊
申
朔
、
日
有
食
之
。
其
夜
、
未
央
殿
中
地
震
。
谷
永
對
曰
、「
日
食
婺
女
九
度
、
占
在
皇
后
。
地
震
蕭
牆
之
內
、
咎
在
貴
妾
。

二
者
俱
發
、
明
同
事
異
人
、
共
掩
制
陽
、
將
害
繼
嗣
也
。
亶
日
食
、
則
妾
不
見
。
亶
地
震
、
則
后
不
見
。
異
日
而
發
、
則
似
殊
事
。
亡
故
動
變
、
則
恐
不
知
。

是
月
、
后
妾
當
有
失
節
之
郵
、
故
天
因
此
兩
見
其
變
。
若
曰
、
違
失
婦
道
、
隔
遠
衆
妾
、
妨
絕
繼
嗣
者
、
此
二
人
也
。」
杜
欽
對
亦
曰
、「
日
以
戊
申
食
、

時
加
未
。
戊
未
、土
也
、中
宮
之
部
。
其
夜
殿
中
地
震
。
此
必
適
妾
將
有
爭
寵
相
害
而
爲
患
者
。
人
事
失
於
下
、變
象
見
於
上
。
能
應
之
以
德
、則
咎
異
消
。

忽
而
不
戒
、
則
禍
敗
至
。
應
之
、
非
誠
不
立
、
非
信
不
行
。」

（
二
十
）建
始
三
年
冬
、
日
食
・
地
震
同
日
俱
發
。
詔
擧
方
正
・
直
言
・
極
諫
之
士
。
太
常
陽
城
侯
劉
慶
忌
擧
永
。
待
詔
公
車
、
對
曰
…
…
。（『
漢
書
』
谷
永
傳
）

（
二
十
一
）十
二
月
朔
戊
申
、
日
食
婺
女
之
分
、
地
震
蕭
牆
之
內
、
二
者
同
日
俱
發
、
以
丁
寧
陛
下
。
厥
咎
不
遠
、
宜
厚
求
諸
身
。
意
豈
陛
下
志
在
閨
門
、
未
卹

政
事
、
不
愼
擧
錯
、
婁
失
中
與
。
內
寵
大
盛
、
女
不
遵
道
、
嫉
妒
專
上
、
妨
繼
嗣
與
。（『
漢
書
』
谷
永
傳
）

（
二
十
二
）（
成
帝
）
永
始
元
年
九
月
丁
巳
晦
、
日
有
食
之
。
谷
永
以
京
房
易
占
對
曰
、「
元
年
九
月
日
蝕
、
酒
亡
節
之
所
致
也
。
獨
使
京
師
知
之
、
四
國
不
見
者
、

若
曰
、
湛
湎
于
酒
、
君
臣
不
別
、
禍
在
內
也
。」

（
二
十
三
）（
成
帝
）
永
始
二
年
二
月
乙
酉
晦
、日
有
食
之
。
谷
永
以
京
房
易
占
對
曰
、「
今
年
二
月
日
食
、賦
斂
不
得
度
、民
愁
怨
之
所
致
也
。
所
以
使
四
方
皆
見
、

京
師
陰
蔽
者
、
若
曰
、
人
君
好
治
宮
室
、
大
營
墳
墓
、
賦
斂
茲
重
、
而
百
姓
屈
竭
、
禍
在
外
也
。」

（
二
十
四
）惠
帝
七
年
正
月
辛
丑
朔
、
日
有
食
之
、
在
危
十
三
度
。
谷
永
以
爲
、「
歲
首
正
月
朔
日
、
是
爲
三
朝
、
尊
者
惡
之
。」

（
二
十
五
）今
年
正
月
己
亥
朔
、
日
有
食
之
、
三
朝
之
會
。（『
漢
書
』
谷
永
傳
）
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（
二
十
六
）哀
帝
元
壽
元
年
正
月
辛
丑
朔
、
日
有
食
之
、
不
盡
如
鉤
、
在
營
室
十
度
、
與
惠
帝
七
年
同
月
日
。

（
二
十
七
）『
漢
書
』
谷
永
傳
の
記
述
に
據
れ
ば
、
谷
永
は
、
王
根
が
大
司
馬
驃
騎
將
軍
と
な
っ
た
時
に
召
さ
れ
て
大
司
農
と
な
り
、
一
年
餘
で
病
と
な
り
免
ぜ

ら
れ
た
後
、
數
箇
月
で
死
ん
で
い
る
。
ま
た
、
成
帝
紀
・
外
戚
傳
下
に
據
れ
ば
、
王
根
が
驃
騎
將
軍
で
あ
っ
た
の
は
元
延
元
年
か
ら
綏
和
元
年
の
五
年
間

に
係
る
の
で
、
谷
永
の
没
年
は
綏
和
二
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
十
八
）拙
稿
「『
漢
書
』
天
文
志
と
『
洪
範
伝
』」（『
東
洋
文
化
』
復
刊
第
一
〇
五
號
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
二
十
九
）高
帝
三
年
十
月
甲
戌
晦
、
日
有
食
之
。
在
斗
二
十
度
。
燕
地
也
。
後
二
年
、
燕
王
臧
荼
反
、
誅
、
立
盧
綰
爲
燕
王
、
後
又
反
、
敗
。

（
三
十
）洪
範
五
行
傳
曰
、
漢
高
帝
三
年
冬
十
月
甲
戌
晦
、
日
有
食
之
。
燕
・
吳
・
越
分
也
。
後
二
年
燕
王
臧
荼
反
、
誅
、
復
以
盧
綰
爲
燕
王
、
亦
反
、
誅
、
南

越
王
趙
佗
自
立
稱
帝
之
應
也
。（『
開
元
占
經
』
巻
九
）

（
三
十
一
）（
高
祖
）
十
一
月
癸
卯
晦
、
日
有
食
之
。
在
虛
三
度
。
齊
地
也
。
後
二
年
、
齊
王
韓
信
徙
爲
楚
王
、
明
年
廢
爲
列
侯
、
後
又
反
、
誅
。

（
三
十
二
）洪
範
五
行
傳
曰
、
漢
高
帝
三
年
冬
十
一
月
癸
卯
晦
、
日
有
食
之
。
吳
・
齊
分
也
。
後
二
年
、
齊
韓
信
徙
封
楚
王
、
三
年
廢
爲
侯
而
誅
之
應
也
。（『
開

元
占
經
』
巻
九
）

（
三
十
三
）（
洪
範
天
文
日
月
變
占
曰
、）
漢
惠
帝
七
年
夏
五
月
丁
卯
、
先
晦
一
日
、
日
有
食
之
、
旣
。
旣
、
盡
也
。
亦
周
・
秦
分
野
。
陰
匿
始
起
而
犯
盛
。
其
年

八
月
、
惠
帝
崩
。（『
開
元
占
經
』
巻
九
）

（
三
十
四
）（
高
后
）
七
年
正
月
己
丑
晦
、
日
有
食
之
、
旣
、
在
營
室
九
度
、
爲
宮
室
中
。
時
高
后
惡
之
、
曰
、「
此
爲
我
也
。」
明
年
應
。

（
三
十
五
）（
洪
範
天
文
日
月
變
占
曰
、）
呂
后
七
年
春
正
月
己
丑
晦
、日
有
食
之
、旣
。
旣
、盡
也
。
在
營
室
九
度
。
爲
宫
室
中
。
呂
后
曰
、「
此
爲
我
也
。」
明
年
、

呂
后
崩
應
也
。（『
開
元
占
經
』
巻
九
）

（
三
十
六
）拙
稿
「
天
象
解
釋
の
展
開
─
『
史
記
』
天
官
書
・『
漢
書
』
天
文
志
を
中
心
に
─
」（『
大
東
文
化
大
學
中
國
學
論
集
』
二
九
號
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
）

第
二
節
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
三
十
七
）元
狩
元
年
五
月
乙
巳
晦
、
日
有
食
之
。
在
柳
六
度
。
京
房
易
傳
推
以
爲
、「
是
時
日
食
從
旁
右
、
法
曰
君
失
臣
。
明
年
丞
相
公
孫
弘
薨
。
日
食
從
旁

左
者
、
亦
君
失
臣
。
從
上
者
、
臣
失
君
。
從
下
者
、
君
失
民
。」
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（
三
十
八
）洪
範
日
月
變
占
曰
、
漢
武
元
狩
元
年
五
月
乙
巳
晦
、
日
有
蝕
之
。
從
傍
左
。
明
年
、
丞
相
公
孫
弘
薨
之
應
。（『
開
元
占
經
』
巻
九
）

（
三
十
九
）洪
範
五
行
傳
曰
、
漢
成
帝
建
始
三
年
冬
十
二
月
戊
申
朔
、
日
有
食
之
。
其
夜
未
央
殿
地
震
。
日
在
湏
女
九
度
。
占
在
皇
后
・
貴
妾
。
其
後
、
皇
后
廢
、

趙
飛
燕
姊
妹
亂
宮
、
皇
子
死
、
王
氏
專
權
。（『
開
元
占
經
』
巻
九
）

（
四
十
）注
（
二
十
八
）
所
掲
拙
稿
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
四
十
一
）平
澤
歩
氏
「『
漢
書
』
五
行
志
と
劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』」（
東
京
大
學
中
國
哲
學
研
究
會
『
中
國
哲
學
研
究
』
第
二
十
五
號
、
二
〇
一
一
年
）
を

參
照
さ
れ
た
い
。

（
四
十
二
）所
謂
「
董
仲
舒
」
の
災
異
説
以
前
に
見
ら
れ
る
「
災
異
」
現
象
へ
の
對
應
の
過
程
が
、
よ
り
具
體
的
、
論
理
的
な
解
釋
、
對
應
方
法
を
必
要
と
し
て

く
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
董
仲
舒
以
前
に
於
け
る
災
異
へ
の
對
應
」（『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
五
一
號
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
四
十
三
）天
文
志
に
は
、
春
秋
に
「
彗
星
三
見
」
し
、
始
皇
の
時
に
「
十
五
年
間
彗
星
四
見
。
久
者
八
十
日
、
長
或
竟
天
。」
と
有
る
他
、
漢
代
に
つ
い
て
は

孝
景
二
年
に
「
是
歲
彗
星
出
西
南
。」、
同
中
元
年
に
「
三
月
丁
酉
、
彗
星
夜
見
西
北
」
云
々
、
元
帝
初
元
五
年
に
「
四
月
、
彗
星
出
西
北
」
云
々
、
哀
帝

建
平
二
年
に
「
彗
星
出
牽
牛
七
十
餘
日
」
云
々
と
有
る
の
は
、
い
ず
れ
も
五
行
志
に
は
見
ら
れ
な
い
。
春
秋
と
始
皇
の
二
例
は
、『
史
記
』
天
官
書
を
踏

襲
し
た
文
で
あ
り
、
景
帝
の
二
例
は
他
の
天
文
變
異
と
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
呉
楚
七
國
の
亂
や
梁
王
劉
武
の
陰
謀
に
係
る
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
が
、
元
帝

と
哀
帝
の
二
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
西
羌
の
反
亂
と
王
莽
簒
國
に
係
る
獨
立
し
た
記
述
が
爲
さ
れ
て
い
る
。

（
四
十
四
）建
元
六
年
八
月
・
元
狩
四
年
四
月
の
兩
例
は
、
そ
の
祖
型
が
『
史
記
』
天
官
書
に
見
え
る
。
注
（
三
十
六
）
所
掲
拙
稿
を
參
照
さ
れ
た
い
。


